
令和７年４月２１日 

 

                （公社）神奈川労務安全衛生協会小田原支部 

 

「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」のご案内 

荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害の 

リスクが存在するため、労働安全衛生法第59 条第３項の安全又は衛生のための特別の教育が 

必要な業務に加えられました。（令和６年２月１日施行） 

本講習会は、安全衛生特別教育規程（昭和47年労働省告示第92号）に規定されるテールゲート 

リフターの操作の業務に係る特別教育（学科教育４時間、実技教育２時間）に沿った学科教育を 

実施するものです。 

                     記 

１． 開催日時  令和７年７月２５日（金） ９：１５～１７：００ 

２． 場  所  小田原ガス(株) （小田原市扇町1-30-13）別紙参照 

３． 講習内容  ＜学科教育：４時間＞ 

・テールゲートリフターに関する知識  

・テールゲートリフターによる作業に関する知識 

・関係法令 

＜実技教育：２時間＞ 

・テールゲートリフターの実技操作 

実技車は「垂直式テールゲートリフター」使用 

４． 会  費  【会 員】１２，２００円（受講料 11,045円、ﾃｷｽﾄ 990円、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 165円） 

【一 般】１５，２００円（受講料 14,045円、ﾃｷｽﾄ 990円、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 165円） 

５． 定  員   ３０名（申込期間内でも定員になり次第締め切ります） 

６． 申込方法  小田原支部ＨＰからのＮＥＴ申込み、または申し申込書でのＦＡＸ申込み 

     ※会員の方は、ネット申込みされますと会費が300円割引になります。 

７．  申込期日   ７月１５日（火） 

８． 取消期限  ７月１８日（金）それ以降は受講料の返金はできませんのでご了承下さい。 

    

       ※ 当講習会の受講に関する以外の目的で個人情報を利用することはありません。   

        
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「テールゲートリフター特別教育」申込書（令和7年7月25日） 

会員番号  事業場名  

〒  所在地  

担当者名  TEL  FAX  

 

※ 氏名 生 年 月 日 ※ 氏  名 生 年 月 日 
 ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 

    年   月   日 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 

   年   月   日 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 

  年   月   日 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 西暦 

年   月   日 

     

【会員受講料】 12,200 円／人  ・  【一般受講料】 15,200 円／人 受講料 

振込予定日 
      月    日頃 

【申込者数】      名 【受講料振込額】            円 

【振込先】  横浜銀行 ／ 小田原支店  普通 ００５６４６２ 【名義】 神奈川労務安全衛生協会小田原支部 

 

＜申込先／FAX：0465-24-5820＞     お問合せ／(公社)神奈川労務安全衛生協会小田原支部 

TEL：0465-24-1753 

 



＜別紙＞ 

 

 

＜講習会場 小田原ガス(株)のご案内＞ 
 

１．開催場所 

 

小田原ガス（株）  小田原市扇町１－３０－１３ 

 

最寄り駅 小田原駅 西口より 徒歩１５分 

大雄山線 緑町駅  徒歩１０分   案内図参照 

２．講習教室 

 

（１） 学科講習 

 小田原ガス ４階 大ホール 

 

（２） 実技講習 

 小田原ガス敷地内 実技講習場 

 

  ３．注意事項 

 

  ・ 講習会場への車での来場はできません。 

(ア) 昼食は各自で持参願います。 学科教室内での昼食となります。（建屋内飲料の自販機あり） 

(イ) 小田原ガス 建物、敷地内は全面禁煙です。 

(ウ) 建物出入り口はセキュリティーロックが掛かる出入口のみとなります。退出は可能ですが入室時

はセキュリティーカードが必要になります。建物外に出たい時は必ず講習会スタッフもしくは講

師に一言声掛けし対応を確認してください。 

(エ) 講習会終了後、その場で修了証を発行します。 

 

 

その他、不明点は以下までお問い合わせください。 

                 

（公社）神奈川労務安全衛生協会 小田原支部  【TEL】 ０４６５－２４－１７５３ 

                   【携帯】 ０８０－８４５０－１７５３ 

                     


